
 

 
 

 

別  添 

「格付」の概要 

     

     

  弊社は、債券や外貨建債券等のご案内に当たり、「格付」を表示致します。以下に、「格付」の概要につ

きご説明致しますので、ご一読下さい。 

 

１． 「格付」とは 

「格付」には様々なものがございますが、一般的には、専門の第三者機関である格付機関（後述）が、

企業等の発行する個別の債券等の元利金等支払について、安全性の度合いを分析し、その結果をアル

ファベット等の単純な記号で表現するものです。代表的なものとして、「長期債格付」や「短期債格

付」がございます。かかる「格付」は、格付機関の「評価や判断、分析結果」であり格付機関の「保

証」ではございません。また、「格付」は、一旦行われた後でも、当該商品の元利金等の支払いにつ

き、安全性に変化が生じると見直され、上下する可能性がございます。 

 

２． 「格付機関」 

代表的な「格付機関」としては、例えば、有価証券届出書や目論見書等のディスクロージャー資料に

利用可能な「格付」を提供できる「指定格付機関」がございます。「指定格付機関」は、「格付機関の

うち、金融庁長官がその格付実績、人的構成、組織、格付の方法及び資本構成その他発行者からの中

立性に関する事項を勘案して有効期間を定めて指定したもの」（企業内容等の開示に関する内閣府令 

第一条 十三号の二）であり、平成 17 年 12 月 27 日 金融庁告示第 88 号では、以下の格付機関が指定

されています。 

     ① 株式会社 格付投資情報センター（Ｒ＆Ｉ） 

     ② 株式会社 日本格付研究所（ＪＣＲ） 

     ③ ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク 

     ④ スタンダード・アンド・プアーズ・レーティングズ・サービシズ（Ｓ＆Ｐ） 

     ⑤ フィッチレーティングスリミテッド 

尚、いずれの格付機関も、現在の「指定格付機関」の有効期間は、平成 19 年 12 月 31 日迄です。 

 

３． 格付機関と表記方法 

○格付の表記・符号は格付機関毎に異なりますが、例えば左図のような表記

がなされます。上位のものほど、格付機関の評価が高いことを示します。 

また、AA 以下の格付けについては上位に近い場合、「＋」や「１」等の記号

が付加され、下位に近い場合「－」や「３」が付加されることがございます。 

（例： BBB＋／BBB－ 等） 

○格付の意味（「定義」）についても、格付機関毎に異なりますので、商品のご

購入に当たっては、格付を行っている格付機関の定義をご確認下さい。 
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（ 例：長期格付 ） 
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